
 

 

 

 

 

  別添１（１）  

 

指定管理者による管理運営の実施状況報告 

 

１ 施 設 名 ： 福岡県立あまぎ水の文化村 

２ 指 定 管 理 者 ： 公益財団法人あまぎ水の文化村 

３ 指 定 期 間 ： 令和４年４月１日～令和９年３月３１日 

４ 施設設置目的 ： 水源地域の特性を活かした余暇、憩い、学習又は交流の場を県民に提供し、もって水の重要性及

び有効活用の増進に対する県民の理解を深めることに寄与する。 

５ 管理運営についての点検結果（令和４年４月１日～令和５年３月３１日） 

（１）点 検 方 法 ： 事業報告書、ヒアリング等をもとに、指定管理者による管理運営の実施状況の点検を行った。 

（２）点 検 結 果 ： 別添のとおり 

 

  



  別添１（２）  

１ 管理運営状況総括表 

大項目 事業計画（取り組みや改善の内容等） 管理運営の概要 

①公共性（公益性

の確保） 

・施設の設置目的を踏まえ、利用者及び地

域住民の声に応える管理運営業務及び自

主事業を行う。 

・県、市施設の一体的な運用と、県、朝倉

市との施設利用や地域活性化に関する意

見交換により、施設の効用を最大限に発

揮し、施設利用を効率的に進める。 

・これまで蓄積した地域とのネットワークや事業実施のノウハウを活かし、地元関係団体とも連携し、効

果的な事業展開を図っている。 

・県民にとっての森林、水辺の憩いの場として、家族連れの利用を中心に、学校遠足やデイサービスの休

養場所等、幅広く利用されるよう、施設設備の安全と美観の保持に努めている。 

・段差解消や建物入口までの動線短縮などの駐車場整備、利用料金の免除等、高齢者・障がいのある方へ

の配慮に取り組んでいる。 

②施設利用及び 

サービス向上 

・施設の効用を高めるとともに利用の促進

を図るため、利用者サービスに関する事

業や、自然環境保全の意識向上に関する

事業、水源地域の活性化に関する事業等

を実施する。 

（目標：入場者数50,000人） 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ロッカー、車椅子等は消毒を徹底し貸し出しを行ってい

る。また、衛生管理のためワンタッチ式の簡易更衣室を設置した。 

・水や森林の環境について楽しく学べるよう、朝倉市立図書館のブックリサイクルを活用し、ライブラリ

ーコーナーの絵本等の充実を図るとともに、「水環境の大切さ」を学べる啓発パネルの展示やビデオの常

時放映を行っている。 

・旧アクアシアターのキッズルームとしての有効活用に向け、明かり窓を設置。新たなシンボリックスポ

ットとして「ハッピーベル」を設置し、施設活用に努めた。 

・ホームページの内容更新を適宜行うとともに、SNSへの四季折々の風景やイベント情報の掲載、朝倉市全

域のコミュニティセンターへのパンフレット配布等、効果的・積極的な広報活動を実施している。 

・新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、工夫を凝らした自主事業及び共催事業を展開。 

   自主/共催事業数：11事業（対前年度＋4事業、対R1年度△7事業） 

   参加者数：11,177人（対前年度＋219.1％、対R1年度△16.8％） 

   ・いただきます！じゃがいもほり体験【令和4年5月22日(日)】 

   ・ウォーターフェスティバル2022【令和4年7月31日(日)】 

   ・自然素材で木工体験 ネイチャークラフト【令和4年8月14日(日)】 

   ・いただきます！鮎つかみ取り体験【令和4年8月20日(土)、21日(日)】 

   ・作って遊ぼう！むかしあそび「竹のけん玉」づくり【令和4年10月16日(日)】 

   ・寺内ダムライトアップ「ヒカリノダム」【令和4年11月23日(水)～27日(日)】 

   ・作って遊ぼう！「ゆみ矢」づくり【令和4年11月26日(土)】 

   ・作って遊ぼう！むかしあそび「竹ピストル」づくり【令和4年12月4日(日)】 

   ・お雛様飾り【令和5年2月14日(火)～4月2日(日)】 

   ・ライトアップあ！さくら～水灯桜(すいとうよう)～【令和5年3月30日(木)～4月1日(土)】 

   ・ツナガルアートフェスティバルFUKUOKA2023【令和5年3月11日(土)】 

   県施設入場者数：49,817人（対前年度＋147.3％、対R1年度△1.1％） 

 



 

 

大項目 事業計画（取り組みや改善の内容等） 管理運営の概要 

③経営（収支）改

善 

・収支計画書に基づき効率的な施設運営に

努める。 

・財団の基本財産の運用益を活用することにより、県からの委託料（指定管理料）なしで運営している。 

   県委託料（指定管理料）：0円（対前年度±0％） 

・施設維持管理において、直営が効率的であるものは外部委託を行わず、計画的かつ効率的な事業運営に努

めている。 

・利用料金収入について、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う休止等がなかったため、ウォーターパレッ

ト利用料が大幅増となった。それ以外の施設利用料については、コロナ禍以前と同程度まで回復してい

る。 

   利用料金収入実績：3,050千円（対前年度＋238.5％、対R1年度＋511.9％） 

   うち、ウォーターパレット利用料収入：2,485千円（対前年度＋255.0％、令和2年度から徴収） 

      それ以外の利用料収入：565千円（対前年度＋180.9％、対R1年度＋13.3％） 

④職員確保方策及

び健全な財政基

盤 

・効率的な事業実施、業務運営を行い、財

団の健全な財政基盤を維持。 

・基本財産の適切な運用及び施設管理の一部を財団職員で行うことによる経費削減等により、安定した経営

を維持している。 

⑤施設管理上の個

別事項 

・法及び県条例に沿った厳正な個人情報の

管理を行う。情報公開についても県及び

市条例及び規則に基づき適正に行う。 

・県施設の消防計画に基づいた防災教育や

訓練を行い、防火・防災意識の高揚に努

める。 

・財団において策定した個人情報保護規定及び情報公開規定に基づき、個人情報の保護、情報公開の推進に

努めている。 

・施設設備の維持、補修に加え、消防用設備の定期点検や防災訓練を行い、利用者が安全・安心に施設を利

用できるように努めている。 

 

２ 点検結果 

Ａ＋（提案内容を上回った） 

Ａ （提案内容をやや上回った） 

○  Ｂ （概ね提案内容のとおり） 

Ｃ （提案内容をやや下回った） 

Ｄ （提案内容下回った） 

【総合コメント】 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じたうえで、大規模イベントも再開し、工夫を凝らした自主事業及び共催事業

を展開し、施設利用及びサービスの向上に努めている。 

・水や自然環境について学ぶ機能の充実を図るとともに、水源地域の特性を活かしたイベントの開催、積極的な広報活動を行

い、公益目的事業としての役割を果たしている。 

・県民の余暇、憩い、学習又は交流の場として、誰もが快適に施設を利用できるよう、施設設備の適切な管理を行い、安全と

美観の保持に努めている。 

 

以上のとおり、施設の設置目的に沿って、概ね提案どおりの適切な運営が行われている。 

 


